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病院情報システム数値書き換え事案の報告とお詫び 

 

この度、兵庫医科大学病院で勤務する看護師が、病院情報システム（重症部門システム）上における患

者様の検査数値の一部を書き換えていたことが判明いたしました。経緯等の詳細について報告申し上げ

るとともに、患者様をはじめ、その他関係各位に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを心よ

りお詫び申し上げます。 

 

 

１． 数値の書き換えが判明したデータ、対象者数 

2020年 8月から 2021年 3月までの間に、当院の病院情報システム（重症部門システム）上に記録され

ていた血液ガス検査の数値データ 計20名（救急科15名、循環器内科5名） 83カ所 

 

２．発覚から調査・対応の経緯 

2021年3月5日、同部署の看護師がシステム画面上の数値データが突然変わったことに異変を感じ、担

当していた当該看護師に確認したところ、検査データの数値を書き換えたことを認めました。また、上

司から当該看護師に事情等を確認したところ、初めての行為ではないということが判明したため、3 月

10日、看護部長から病院長へ報告を行いました。 

 

報告を受け、直ちに顧問弁護士を交えた院内対応会議を開催。看護部長・次長による聞き取り調査を行

うとともに、当該看護師が勤務していた期間全ての入院患者様を対象にしたデータ記録を調査した結果、

3月22日、計20名83カ所の書き換えを特定しました。 

 

書き換え前の正しい数値は情報システムのサーバー内に保存されていたため、その数値をもとに当院の

複数の医師により「数値書き換えによる治療への影響がなかったか」について検証したところ、「全て

の書き換え箇所において医学的に影響がなかった」ことを確認いたしました。その結果をもって、近畿

厚生局および西宮市保健所に報告を行った上で、4月 15日から 21日にかけて、順次、すべての対象患

者様（およびご家族様）に対して検証結果の説明とお詫びを行いました。 

 

３．再発防止策  

①当該重症部門システムにおいて、検査数値を書き換えることができない仕様に変更 

②看護職員の教育研修内容の見直し 

③全職員向け職業倫理教育の再徹底とその浸透度合いの評価 

 

４．処分について 

当該看護師については下記のとおり懲戒処分が決定しております。 

（被処分者）兵庫医科大学病院 看護部 看護師 20歳代・女性  

（処分内容）出勤停止7日間 ※本人希望により処分後に退職 

 

 


